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令和４年 第８回阿賀野市農業委員会総会会議録 

 

１ 令和４年第８回阿賀野市農業委員会総会は、令和４年７月２９日(金) 午後１時３０分よ

り、阿賀野市 笹神支所 ４階 議場に招集された。 

 

２ 出席者は次のとおりである。 

   ○農業委員 

 １番 本 田   充  ２番 中 村 孝 幸 ３番 齋 藤 正 人 

 ５番 渡 辺   隆  ６番 上 松 千 恵 ７番 本 間 多佳子 

８番 皆 川 光 浩 ９番 阿 部 萬紀夫 １０番 齋 藤 瑞 穂 

１１番 菅 井   茂 １３番 笠 原 尚 美 １４番 小 林 章 男 

１５番 見尾田 正 行   

 

   ○推進委員 

 １番 渡 邉   聡 ２番 辻   繁 雄  ３番 圓 山 德 明 

４番 塩 田   亨 ５番 那須野 一 吉 ６番 五十嵐 和 則 

７番 小 林  司 ８番 伊 藤 剛 栄 ９番 齋 藤 広 範 

１０番 長谷川 政 男 １１番 松 﨑   学  

 

３ 欠席委員   

○農業委員  ４番 曽 我 憲 司 １２番 渡 邉   悟 

 

〇推進委員   な し  

 

４ 遅参委員   な し 

 

５ 早退委員   な し 

 

６ 会長の命により出席した者 

   事務局長           宮嶋 正憲 

      次長             大瀧 秀樹 

係長             斎藤  恵 

係長             野﨑 耕一 

主幹             杉山 真紀 

 

７ 会議の日程は次のとおりである。 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第４  報告第２号 農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付について 

日程第５  報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画の 

決定について 

   日程第６  議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第７  議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第８  議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画の 

決定について 
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８ 審議の結果は次のとおりである。 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

 

定刻となりましたので、ただ今より令和４年７月定例総会を開会いたしま

す。 

只今の出席委員は１３名です。定足数に達しております。 

本日の欠席委員は４番 曽我委員、１２番 渡邉悟委員の２名です｡ 

推進委員の欠席はありません。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員を指名いたします。 

５番 渡辺委員、６番 上松委員、７番 本間委員を指名したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認め、議事録署名委員を、５番 渡辺委員、６番 上松委員、 

７番 本間委員にすることに決定いたしました。 

続きまして、日程第２ 会期の決定について、お諮りします。 

会期については、本日１日限りにしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認め、会期を本日１日限りにすることに決定しました。 

本日の書記は、宮嶋局長、大瀧次長、斎藤係長、野﨑係長、杉山主幹であ

ります。 

それでは、日程第３ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について、を議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。  

野﨑係長、お願いします。 

  

議案書の１ページをご覧ください。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について説明をい

たします。 

今月は２件あります。 

契約内容別では、農地法第３条の使用貸借権設定の解約が１件、農用地利

用集積計画の賃貸借権設定の解約が１件あります。 

解約事由は、農用地利用集積計画の賃貸借権設定で借り手の変更のための

解約が１ページの受付番号１４番です。 

続きまして、売買のための解約が１ページの受付番号１３番です。 

そのほか詳細につきましては、記載のとおりであります。 

以上で報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について説

明を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

 （ 「なし」の声 ） 
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議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員（本間） 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

質疑なしと認めます。 

ご承知おきをお願いします。 

続きまして、日程第４ 報告第２号 農地法の適用を受けない事実確認証

明書の交付について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

議案書の３ページをご覧ください。 

報告第２号 農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付について説

明をいたします。 

受付番号１番、申請者は記載のとおりです。 

土地の所在が今板字牛平（うしだいら）、地目、台帳・現況がともに田、

地積が３９１㎡、これを含めまして合計３筆で２，０２８㎡です。新地目が

原野です。  

申請理由は、申請地は国道と河川に挟まれた場所で、水利も悪く、耕作不

便なことから、長年にわたり耕作しておらず、前後の隣地も含め周囲は同じ

ような原野状態になっています。 

このような状況では、農地として復旧しても継続的な利用は困難であるた

め、農地台帳から除外をお願いするものです。 

申請地の確認状況は、令和４年６月２４日に農業委員５名と事務局３名で

確認してまいりました。 

申請地は、山間地に存在し、長年、不耕作となっていました。 

現在は原野化による荒廃が著しく、周囲の状況も同様で農地として利用す

るには困難であることを確認してまいりました。 

農地区分は、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない

生産性の低い農地として、「その他の農地」の第２種農地と判断しました。 

場所につきましては、４・５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

笹神地区の今板集落になります。国道２９０号、出湯の信号機から南に８

００ｍほど進んだ西側の付近になります。 

６ページの更正図に申請地を濃く塗りつぶしで表示しております。申請地

の間に道と表記されておりますが、それすらもわからず、中に入れないよう

な状態になっていました。 

なお、中ほどに一部塗りつぶされていない「１１４２番３」については、

すでに農地ではありません。 

以上で報告第２号、農地法の適用を受けない事実確認証明書の交付につい

て、説明を終ります。 

  

ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いします。 

７番 本間委員より現地確認報告をお願いします。 

 

７番 本間です。この案件は６月２４日の現地確認ということで行ってま

いりました。事務局の説明どおりでありまして、周りも全部荒れておる状態

で、原野で仕方がないなということで見てまいりました。なおも、みなさま

の慎重なるご審議、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

ありがとうございました。  

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 
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委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

事務局 

（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

 

 

 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

ご承知おきをお願いします。 

ここで説明員を交代します。 

  

─ 説明員  交代  斎藤係長 ─ 

 

続きまして、日程第５ 報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用配分計画の決定について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。  

斎藤係長、お願いします。 

 

報告第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用配分計画

の決定について、報告いたします。 

このたびは配分の移転の報告となります。 

３件、４４筆、５５，８７２㎡について、報告します。 

議案書の７ぺージ１番から、９ページ３番までとなります。 

令和４年８月２９日、新潟県が公告をすることから、移転後の開始は令和

４年８月３０日、終了及び賃貸借料は各案件固定となっておりますので、土

地の所在地、地目、地積、賃貸借料につきましては、読み上げは省略します。 

なお、配分計画の譲受人は、農地中間管理事業 農用地等借受申出登録者

です。 

以上、報告を終ります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

報告案件ではありますが、ご質疑がございましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

ご承知おきをお願いします。 

ここで説明員を交代します。 

 

─ 説明員  交代  野﨑係長 ─ 

 

続きまして、日程第６ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許

可申請について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

議案書の１３ページをご覧ください。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について説明いた

します。 

今月の申請件数は、所有権移転が２件、１１筆、合計面積が９，５３５．

６９㎡です。 

内容について説明します。 
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議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（野﨑） 

 

受付番号１１番、新保字駒込、地目、台帳・現況がともに田、地積８１５

㎡、これを含めまして合計２筆で１，５８３㎡です。 

譲受・譲渡理由は「相手方の要望」と「財産処分」です。  

契約の内容は、総額で１５８，３００円での売買です。 

受付番号１２番、新保字駒込、地目、台帳・現況がともに田、地積１，５

８５㎡、これを含めまして合計９筆で７，９５２．６９㎡です。 

譲受・譲渡理由は「相手方の要望」と「財産処分」です。  

契約の内容は、総額で７９５，２６９円の売買です。 

以上ですが、本議案について、審査基準の全ての項目について、申請書に

記載された内容が、当該審査基準に該当するか否かについて説明を申し上げ

ます。 

最初に、申請地に「小作人がいるかどうか」については、農地基本台帳及

び申請者より該当しないことを確認いたしました。 

また、譲受人が権利取得後に、「今回取得する全ての農地について耕作さ

れるか」という点については、譲受人からの聴取及び農機具等の所有状況か

ら耕作が行われるものと判断いたしました。 

次に権利取得後の「農業従事及び効率的な利用」については、通作距離及

び農機具等の所有状況等から、問題はないと判断いたしました。 

「下限面積」については、全ての案件について要件を満たしております。 

また地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果でも

「許可相当」との報告をいただいております。 

以上で議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、 

説明を終わります。  

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご質疑

がございましたらお願いいたします。      

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、原案のとおり承認し、許可することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請

について、原案のとおり承認し、許可することに決定いたしました。 

続きまして、日程第７ 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許

可申請について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

野﨑係長、お願いします。 

 

議案書１５ページをご覧ください。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について説明いた

します。 
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受付番号１３番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在は東町字猪屋敷（いのやしき）、地目、台帳・現況がともに田、 

地積１，１１０㎡の内２０７．９８㎡、これを含めまして合計６筆で８，２

２３㎡の内１，５４１．７６㎡です。 

転用目的は陸砂利採取事業に伴う搬入路で、資金計画は記載のとおりで

す。 

工事期間は令和４年８月２０日から令和７年８月１９日まで、農地区分は

農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、陸砂利採取

事業に関する一時的な転用であり例外的に許可できるものとなっておりま

す。 

転用事由は、圃場整備を行い、より良い農地に復旧するための手段として、

陸砂利採取を実施する上での搬入路として用いるものです。 

場所につきましては１６・１７ページの位置図・案内図をご覧ください。 

上江端集落の北側に位置した農地になります。 

１８ページは更正図で、濃く塗りつぶして申請地を表示しております。 

続きまして、１９ページになります。 

受付番号１４番、所有権移転による永久転用です。 

譲受・譲渡人は記載のとおりです。 

土地の所在は百津町、地目、台帳・現況がともに田、地積が２４８㎡です。 

転用目的は資材置場及び駐車場で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、令和４年８月１日から令和４年１１月１日まで。 

農地区分につきましては、都市計画法に規定する用途地域の「第一種中高

層住居専用地域」に定められており、第３種農地となります。 

許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、申請人が経営する●●●●●●●●●●に駐車場と資材置場

として使用貸借するものです。自宅脇で車両や資材への監視が届く場所にな

ります。 

場所につきましては、２０・２１ページの位置図・案内図をご覧ください。 

あがの市民病院から南西方向、分田方面に５００ｍほど進んだ位置にあり

ます。 

２２ページには、更正図に申請地として濃く塗りつぶして表示しておりま

す。 

２３ページは土地利用計画図・排水計画図です。雨水は道路側溝へ流す計

画です。 

続きまして、２４ページになります。 

受付番号１５番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が保田字中川原（なかがわら）、地目、台帳・現況がともに畑、 

地積３９８㎡、これを含めまして合計１７筆で９，２８７㎡です。 

転用目的は陸砂利採取事業で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間が令和４年８月２５日から令和６年２月２４日まで、農地区分は

農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、陸砂利採取

事業による一時的な転用であり例外的に許可できるものとなっております。 

転用事由は、陸砂利採取を実施するものです。実施後は、原形復旧の予定

となっております。 

場所につきましては２５・２６ページの位置図・案内図をご覧ください。

安田地区砂山集落の北側に位置する農地になります。 

２７ページは更正図で、申請地を濃く表示しております。 

２８ページは、平面画になります。 
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続きまして、２９ページになります。 

受付番号１６番、賃貸借権設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が保田字向野（むかいの）、地目、台帳・現況がともに田、    

地積が１，０８４㎡、これを含めまして合計７筆で６，９９５㎡の内、６，

２７８㎡です。 

転用目的は陸砂利採取に伴う搬出入路及び表土置場で、資金計画は記載の

とおりです。 

利用期間が令和４年８月２５日から令和７年８月２４日まで、農地区分

は、農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、砂利採

取事業に関連する一時的な転用であり例外的に許可できるものとなってお

ります。 

転用事由は、先ほど保田字中川原の陸砂利採取を実施するために搬出入路

及び表土置場として一時転用するものです。 

場所につきましては、３０・３１ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区砂山集落の北側に位置する農地になります。 

３２ページは、更正図で、申請地を濃く表示しております。 

３３ページの平面図には搬入路と表土置場を表記しております。 

続きまして、３４ページになります。 

受付番号１７番、使用貸借権設定による永久転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が百津町、地目、台帳・現況がともに畑、地積が１０９㎡です。 

転用目的は個人住宅建設用地で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、令和４年８月２７日から令和５年６月３０日まで。 

農地区分につきましては、都市計画法に規定する用途地域の「第一種中高

層住居専用地域」に定められており、第３種農地となります。 

許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、申請者は現在アパートに居住しておりますが、子供が大きく

なり手狭になったため、父の所有する当該地を使用貸借して住宅を建築する

ものです。 

場所につきましては、３５・３６ページの位置図・案内図をご覧ください。 

国道４９号、水原中学校入り口から西側に４００ｍ、左折して１００ｍほ

どの位置にあります。 

３７ページには、更正図に申請地として濃く塗りつぶして表示しておりま

す。 

３８ページは土地利用計画図・排水計画図です。申請地に隣接する宅地の

一部を分筆し、住宅を建設するものです。生活雑排水は公共下水道に接続し、

雨水は道路側溝へ流す計画です。 

３９・４０ページは平面図、４１ページは立面図です。 

続きまして、４２ページになります。 

受付番号１８番、賃貸借件設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が小松字池ノ沢（いけのさわ）、地目、台帳・現況がともに畑、     

地積が５４８㎡の内４１８．１㎡です。 

転用目的は、工事用地で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、令和４年８月１日から令和７年４月３０日まで、農地区分は、

農用地区域外にある農地であって、甲種農地、第１種農地、第２種農地、第

３種農地のいずれにも該当せず、中山間地域等に存在する農業公共投資の対

象となっていない農地であり、「その他の農地」の第２種農地と判断しまし

た。 
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許可基準は、一時転用であり許可可能であります。 

転用事由は、磐越自動車道４車線化事業に伴う工事用用地として使用する

ため、一時転用申請をするものです。 

場所については４３・４４ページの位置図・案内図をご覧ください。 

安田地区、小松地内の磐越自動車道宝珠山トンネルの東側出入口付近にな

ります。 

４５ページの更正図では塗りつぶしで申請地を表示しております。 

４６・４７ページは土地利用計画図・排水計画図です。 

磐越自動車道を４車線化するため、現在の高速道路の南側、国道４９号側、

に新たな車線を設置する計画で、詰所・受電設備・車両スペースの配置、そ

の工事をするために申請地を借用するものです。 

続きまして、４８ページになります。 

受付番号１９番、賃貸借件設定による一時転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が上中野目字割田（わりだ）、地目、台帳・現況がともに畑、     

地積が２２７㎡です。 

転用目的は、現場事務所及び駐車場で、資金計画は記載のとおりです。 

工事期間は、令和４年８月１０日から令和５年９月３０日まで、農地区分

は農用地区域内となっており原則許可できない場所でありますが、一時的な

転用であり例外的に許可できるものとなっております。 

許可基準は、一時転用であり許可可能であります。 

転用事由は、県営湛水防除事業工事の現場事務所と仮設トイレ及び駐車場

として使用するため、一時転用申請をするものです。 

場所については４９・５０ページの位置図・案内図をご覧ください。 

水原地区、国道４９号、セブンイレブン水原市野山店の信号機から東に３

００mほど進んだ場所になります。 

５１ページの更正図では塗りつぶしで申請地を表示しております。 

５２ページは土地利用計画図です。 

なお、排水については、家庭雑排水は手洗いのみであるため、ポリバケツ

で溜めて持ち帰り、下水処理とします。雨水については地下浸透の予定です。 

続きまして、５３ページになります。 

受付番号２０番、使用貸借権設定による永久転用です。 

借り人・貸し人は記載のとおりです。  

土地の所在が下里字芝野地（しばやち）、地目、台帳が雑種地、現況が畑、 

地積が５３９㎡です。 

転用目的はエアコンクリーニング研修室建設で、資金計画は記載のとおり

です。 

工事期間は、令和４年９月１日から令和４年１０月３０日まで。 

農地区分につきましては、申請地は下里集落の住宅が連たんしている区域

の農地であり、第３種農地と判断いたしました。 

許可基準は、許可可能であります。 

転用事由は、申請者は自宅前にある父所有の当該地においてエアコンクリ

ーニング研修室を建設するため、使用貸借権を設定し転用申請するもので

す。 

場所につきましては、５４・５５ページの位置図・案内図をご覧ください。 

京ヶ瀬地区、下里集落の北東部に位置する土地です。 

５６ページには、更正図に申請地として濃く塗りつぶして表示しておりま

す。 

５７ページは土地利用計画図です。 

図面の北側は下り斜面になっており、建物と駐車場は安全のため距離をと
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議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

委員（阿部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

委員（本間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

って配置しております。駐車場の東側は雪捨場として使用するものです。 

生活雑排水は公共下水道に接続し、雨水は既設水路側溝に流す計画です。 

５８ページは平面図・立面図です。 

以上で議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

この案件につきましては、現地調査を実施しておりますので、現地確認報

告をお願いいたします。 

１３番、１４番、１８番案件について、９番 阿部委員より、現地確認報

告をお願いします。 

 

９番、阿部です。今月の２６日に事務局３名、農業委員３名で現地確認を

行ってきました。１３番案件なんですけれども、陸砂利採取に伴う入搬出路

の申請であります。何年も引き続きやっているこの地区の陸砂利採取なんで

すけれども、信頼のおける業者が集まっているので、別に問題はないと見て

まいりました。 

１４番案件なんですけれども、２２ページを見るとわかるんですけれど

も、道路側から１１４９の１の土地なんですけれども、奥側の方に畑がある

んですけれども、所有者は一緒だということで、問題ないと見てまいりまし

たし、また、排水で仕切られて、何ら問題はない場所だと確認してまいりま

した。 

それと１８番案件、磐越道の４車線化に伴う案件なんですけれども、４４

ページを見るとわかるんですけれども、黒塗りの申請地、ここは元来山林で、

林で繁茂となっていたところを全部伐採して、業者がある程度ならして、そ

こに飯場等を建てるという説明を受けました。周りに農地もないので、何ら

問題はないものと思って見てまいりました。みなさんの審議をお願いいたし

ます。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、１５番、１６番、１７番案件について、７番 本間委員より、

現地確認報告をお願いします。 

 

７番 本間です。１５番案件ですが、こちらも近隣で、近所でも砂利採り

をしている場所で、信頼のおける業者でもあります。申請地内に木が生い茂

っているところもありましたが、そこもきれいにしていただけるということ

で、こちら側としてもよかったんじゃないかという案件でありました。 

１６番案件、これに伴いました表土置き場ということで、これも何ら問題

はないと思い見てまいりました。 

続きまして１７番案件です。３７ページをご覧いただきますと、お隣９９

５の畑となっておりますが、こちらもこの申請地の方よりも先に宅地になっ

ておりまして、家が建つというお話でした。生活雑排水の方も、問題はない

というふうに見てまいりましたし、いいかと思います。 

なおも皆様の慎重なるご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、１９番、２０番案件について、１３番 笠原会長職務代理よ

り、現地確認報告をお願いします。 
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委員（笠原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（笠原） 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

１３番 笠原です。本来であれば曽我委員が現地確認委員だったんですけ

れども、急用ができましたので、わたくしの方で現地確認報告をさせていた

だきます。 

受付番号１９番につきましては、４８ページをご覧ください。事務局から

の報告がありましたとおり、現在休耕中となっている農地でありまして、除

草剤等できちんと管理をされているところです。雨水につきましては自然落

下、生活雑排水につきましては量的には大した量は使わないということで、

バケツ等で日々入れ替えをするというお話でした。近隣の農地への影響もほ

ぼないものと思いみてまいりましたので、みなさまの慎重審議をお願いいた

します。 

続きまして受付番号２０番です。５６ページをお開きください。こちらの

更正図のとおりなんですが、申請地の下、１３００番地が水田となっており

ます。申請地のところから、４ｍほど、かなりきつい法面がございまして、

こちらへの影響がないようにと思って見てまいりました。１３０２番地のと

ころに、ちょろりとでている農地の分が、実はすべて法面になっております。

かなり急勾配な農地になっておりまして、本来であれば梅であるとか、柿で

あるとか、果樹も植わっていたので、それをきちんときれいに使用してくだ

さいと言わなければいけないところなんですけれども、１３００番地への影

響もありますので、下の方の農地に影響を及ぼさない程度の整地をしたのち

に、していただくことをお伝えしてまいりました。みなさまの慎重なる審議

をよろしくお願いいたします。 

 

どうもありがとうございました。 

現地確認報告が終わりました。 

これから審議に入りますが、１５番案件の譲渡人の一人が私、見尾田でご

ざいます。 

農業委員会等に関する法律第３１条で規定されている「議事参与の制限」

に該当しますので、関係者である私は退室し、該当する案件から先に審議し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

「異議なし」の声が上がりました。異議がないようですので、そのように

いたします。 

それでは、はじめに１５番案件を審議いたしますので、議長を会長職務代

理の１３番 笠原委員と交代し、退室いたします。 

 

－ 会長 退室 － 

 

－ 議長 交代 － 

 

今ほど、１５番 見尾田委員が退室されました。 

会長職務代理の笠原です。 

１５番案件につきまして、議事参与の制限に該当いたしますので、私が議

長を努めさせていただいて、代理で進めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

それでは１５番案件につきまして、審議いたします。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

 

（ 「なし」の声 ） 
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議長（笠原） 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長（笠原） 

 

 

 

 

 

 

議長（笠原） 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

ありがとうございます。「質疑なし」の声がありました。 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

１５番案件について、原案のとおり承認し、許可することにご異議ござい

ませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、１５番案件について、原案のとおり承認し、許可するこ

とに決定いたしました。 

見尾田委員の入室をお願いいたします。  

 

－ 会長 入室 － 

 

１５番 見尾田委員が着席されました。 

１５番案件について、原案のとおり承認し、許可することで審議が終了し

ましたので、議長を退任し、見尾田会長と交代いたします。 

ご審議ありがとうございました。 

 

－ 議長 交代 － 

 

それでは先ほど決定した議事参与の案件以外の案件について、審議いたし

ます。 

ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

先ほどの議事参与の案件以外の案件について、原案のとおり承認し、許可

することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、先ほどの議事参与の案件以外の案件について、原案のと

おり承認し、許可することに決定いたしました。 

ここで、説明員を交代いたします。 

 

 ─ 説明員  交代  斎藤係長 ─ 

 

続きまして、日程第８ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、を議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

斎藤係長、お願いします。 

 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画
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（斎藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

 

委員 

 

議長 

（見尾田） 

 

 

の決定について、説明申し上げます。 

今月の受付状況は、所有権移転 1件、１筆、７９２㎡、賃貸借権設定３件、   

４筆、５，６５１㎡です。 

最初に所有権移転の案件です。 

５９ページをご覧ください。 

譲渡人、譲受人の読み上げは省略させていただきます。 

なお、譲受人は、あっせん譲受等候補者名簿登載者です。 

また、台帳・現況地目については いずれも田または畑のため、地籍を含

め読み上げは省略させていただきます。 

それでは、左より受付番号、土地の所在地、内容順に申し上げます。 

１番、山口字野中、７９２㎡、１０a当り６５０，０００円の売買です。 

次に、賃貸借権設定の案件です。 

６０ページをご覧下さい。 

１番、小浮字前島、６６３㎡、１０ａ当り５，０００円。 

２番、小浮字前島、５０３㎡、１０ａ当り５，０００円。 

３番、小浮字前島外１筆、４，４８５㎡、１０a当り５，０００円。  

以上で、農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の要件である農用地利用集積計画の内容が、基本構想に適合するもの

であること、利用権の設定等を受けた後において、備えるべき要件である農

用地のすべてを効率的に利用して、耕作又は養畜の事業を行うと認められる

こと、農作業に常時従事すると認められること、利用権の設定等を受けた後

において、農作業に常時従事すると認められない場合の備えるべき要件であ

る地域の農業者との適切な役割分担の下、継続的かつ安定的に農業経営を行

うと見込まれること、利用権を設定する土地について、関係権利者全ての同

意が得られていることの各要件を満たしていると考えます。 

また、地域との調和要件については、地区担当委員からの現地調査結果で

も、許可相当と報告をいただいております。 

以上で、議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定について、説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

これから審議に入ります。 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画

の決定について、ご質疑がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

 

（ 「なし」の声 ） 

 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画

の決定について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用

地利用集積計画の決定について、原案のとおり承認することに決定いたしま

した。  
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以上で、本日の総会の案件の審議はすべて終了いたしました。 

ご協力、大変ありがとうございました。 

 

                    － １４時２５分終了 －   
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会議の経過を記載して相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

 

   令和４年７月２９日 

 

 

 

    議事録署名委員   ５番                ㊞ 

 

 

    議事録署名委員   ６番                ㊞ 

 

 

    議事録署名委員   ７番                ㊞ 

 

 

    議 長 

農業委員会長                      ㊞ 


